
(57)【要約】
【目的】プラズマの圧力によって飛翔体を加速する装置
のヒューズワイヤがたとえ外れてもその装置が確実に動
作するようにする。
【構成】プラズマ形成部の発弧室１０に充填されるプラ
ズマ形成体２２を導電性を有する導電被膜で覆われた絶
縁体より構成し、ヒューズワイヤ１１が高圧電極６又は
接地容器４から外れてもプラズマ形成体２２が可溶体と
なりアークプラズマが発生する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】プラズマの圧力によって飛翔体を加速する
装置であって、内部に電極対とともに可溶体が配された
発弧室を備え、この発弧室内に粒塊状又は棒状のプラズ
マ形成体が充填されたプラズマ形成部と、このプラズマ
形成部の発弧室に薄膜を介して連通する砲腔を備え、こ
の砲腔内に飛翔体が装填された砲身と、前記電極対に電
流を供給する電源とにより構成されたものにおいて、前
記プラズマ形成体が導電性を有する導電被膜で覆われた
絶縁体よりなり、この導電被膜が可溶体であることを特
徴とする飛翔体の加速装置。
【請求項２】請求項１記載のものにおいて、発弧室内に
もう一つの可溶体であるヒューズワイヤが配され、この
ヒューズワイヤの両端が電極対のそれぞれに導電接続さ
れたことを特徴とする飛翔体の加速装置。
【請求項３】プラズマの圧力によって飛翔体を加速する
装置であって、内部に電極対とともに両端がこの電極対
のそれぞれに導電接続されたヒューズワイヤが配された
発弧室を備え、この発弧室内に粒塊状又は棒状のプラズ
マ形成体が充填されたプラズマ形成部と、このプラズマ
形成部の発弧室に薄膜を介して連通する砲腔を備え、こ
の砲腔内に飛翔体が装填された砲身と、前記電極対に電
流を供給する電源とにより構成されたものにおいて、前
記ヒューズワイヤが電極対間に螺旋状に張られてなるこ
とを特徴とする飛翔体の加速装置。
【請求項４】プラズマの圧力によって飛翔体を加速する
装置であって、内部に電極対とともに両端がこの電極対
のそれぞれに導電接続されたヒューズワイヤが配された
発弧室を備え、この発弧室内に粒塊状又は棒状のプラズ
マ形成体が充填されたプラズマ形成部と、このプラズマ
形成部の発弧室に薄膜を介して連通する砲腔を備え、こ
の砲腔内に飛翔体が装填された砲身と、前記電極対に電
流を供給する電源とにより構成されたものにおいて、前
記ヒューズワイヤが複数本配されるとともに、電極対と
複数の個所で導電接続されてなることを特徴とする飛翔
体の加速装置。
【請求項５】プラズマの圧力によって飛翔体を加速する
装置であって、内部に電極対とともに両端がこの電極対
のそれぞれに導電接続されたヒューズワイヤが配された
発弧室を備え、この発弧室内に粒塊状又は棒状のプラズ
マ形成体が充填されたプラズマ形成部と、このプラズマ
形成部の発弧室に薄膜を介して連通する砲腔を備え、こ
の砲腔内に飛翔体が装填された砲身と、前記電極対に電
流を供給する電源とにより構成されたものにおいて、前
記ヒューズワイヤが途中から枝分かれした複数の分岐ヒ
ューズワイヤを備え、この分岐ヒューズワイヤのそれぞ
れの先端が電極対のいずれか一方に接触してなることを
特徴とする飛翔体の加速装置。
【請求項６】プラズマの圧力によって飛翔体を加速する
装置であって、内部に電極対とともにヒューズワイヤが

配された発弧室を備え、この発弧室内に粒塊状又は棒状
のプラズマ形成体が充填されたプラズマ形成部と、この
プラズマ形成部の発弧室に薄膜を介して連通する砲腔を
備え、この砲腔内に飛翔体が装填された砲身と、前記電
極対に電流を供給する電源とにより構成されたものにお
いて、前記ヒューズワイヤが発弧室内の電極対の離隔距
離以上の長さを備え、そのヒューズワイヤの一方端が電
極対の一方に導電接続されるとともに、ヒューズワイヤ
の他方端は電極対のもう一方の電極から所定間隙長以下
に保って配され、前記電源がこの所定間隙を絶縁破壊さ
せることのできる電圧を出力することを特徴とする飛翔
体の加速装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】この発明はプラズマの圧力によっ
て飛翔体を加速する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】かかる装置は、飛翔体を毎秒数キロメー
トルという高速で発射させ、例えば材料に衝突させて新
材料を生成させることなどに利用される。図１０は従来
の飛翔体の加速装置の構成例を示す断面図であり、プラ
ズマ形成部１, 昇圧部２および砲身３よりなる。プラズ
マ形成部１はプラズマを発生させるとともにそのプラズ
マを成長させる部分である。鉄製の接地容器４内に磁器
円筒５が配されるとともに、鉄製の高圧電極６の一方端
が磁器円筒５の中空部縁端部に嵌挿されている。高圧電
極６の他方端は絶縁リング７および絶縁筒８を介して中
空の金属ボルト９に固着され、接地容器４のねじ部４Ａ
にねじ込まれ支持されている。磁器円筒５の中空部は発
弧室１０となっており、高圧電極６と接地容器４とに両
端が導電接続されたヒューズワイヤ１１が張られるとと
もに、球状のポリエチレン材よりなるプラズマ形成体１
２が充填されている。
【０００３】また、図１０の昇圧部２はプラズマ形成部
１で生じたプラズマの圧力を高める部分である。昇圧部
２は接地容器４をボルトで固定させている鉄製の固定容
器１３よりなり、内部の中空部に気化室１４を備えてい
る。この気化室１４内にはセルロース製の保水剤に水を
浸み込ませゲル状に形成された作動体１５が充填されて
いる。気化室１４の両端には作動体１５を封じ込めるた
めのアルミニウム製の薄い金属膜１６Ａ, １６Ｂが張ら
れている。
【０００４】さらに、図１０の砲身３は気化室１４内の
プラズマ圧力を受けて飛翔体１７を加速させる部分であ
る。砲身３は鉄製の中空円筒よりなり、その中空部であ
る砲腔１８の一方端に飛翔体１７が装填されている。砲
身３において矢印２１方向が飛翔体１７の加速される方
向であり、昇圧部２とはねじ部１８Ａを介して固定され
ている。
【０００５】高圧電極６と接地容器４とは電極対を構成
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しており、投入スイッチ１９を介して電源２０に接続さ
れている。投入スイッチ１９が閉成されると、ヒューズ
ワイヤ１１が電流によって溶け発弧室１０内にアークプ
ラズマが発生する。このアークプラズマの熱によってプ
ラズマ形成体１２が分解し、プラズマが増大する。この
プラズマはその圧力によって金属膜１６Ａを破り、気化
室１４に突入する。その結果、作動体１５がプラズマの
高熱によって瞬時にガス化膨張する。この膨張圧力によ
って金属膜１６Ｂが破れ、飛翔体１７が押圧され砲腔１
８内で加速されながら矢印２１方向に進む。
【０００６】プラズマ形成体１２としては、分解してプ
ラズマを容易に形成しやすいポリエチレン材など低分子
構造のものが用いられる。また、その形状としては、直
径が１００μｍ程度の球状または棒状のものが用いられ
る。飛翔体の加速装置として他に火薬の爆発によって飛
翔体を押圧させるものがよく知られている。しかし、火
薬による爆発力は瞬時に高圧力を発生させることはでき
るが、その爆発反応が終わると飛翔体を加速する力が低
下する。そのために火薬爆発による方法では得られる発
射速度に限界があった。図１０の装置のようにプラズマ
圧力によって飛翔体を加速する方法は、現在はまだ開発
期にあるが、装置の構成、プラズマ形成体や作動体など
の種類によってはプラズマの膨張圧力をより長時間保つ
ことができ、飛翔体を火薬爆発による方法より高速に加
速させる可能性を有している。なお、図１０において昇
圧部２は省略し、発弧室１０を直接飛翔体１７の端面に
隣接させる構成としても飛翔体１７を加速させることが
できる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し
たような従来の装置は、装置の組み立てや輸送の際にヒ
ューズワイヤが電極から外れやすいという問題があっ
た。装置の組み立てにおいては、図１０において、プラ
ズマ形成部１, 昇圧部２および砲身３をそれぞれ別々に
組み立て、砲身３に昇圧部２をねじ留めしたのち、プラ
ズマ形成部１を嵌挿しボルト締めする。その際に、ヒュ
ーズワイヤ１１が電極から外れないように慎重にボルト
締めされていた。また、輸送中も振動が装置に加わらな
いように慎重に取り扱われていた。ヒューズワイヤ１１
が外れると、装置を分解し再組み立てを行うことにな
る。したがって、装置作動前に、電極対間の導通をチェ
ックする必要があった。
【０００８】この発明の目的は、ヒューズワイヤが外れ
にくい構成を提供し、装置が確実に動作するようにする
ことにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、この発明によれば、プラズマの圧力によって飛翔体
を加速する装置であって、内部に電極対とともに可溶体
が配された発弧室を備え、この発弧室内に粒塊状又は棒

状のプラズマ形成体が充填されたプラズマ形成部と、こ
のプラズマ形成部の発弧室に薄膜を介して連通する砲腔
を備え、この砲腔内に飛翔体が装填された砲身と、前記
電極対に電流を供給する電源とにより構成されたものに
おいて、前記プラズマ形成体が導電性を有する導電被膜
で覆われた絶縁体よりなり、この導電被膜が可溶体であ
るものとし、かかる構成において、発弧室内にもう一つ
の可溶体であるヒューズワイヤが配され、このヒューズ
ワイヤの両端が電極対のそれぞれに導電接続されたもの
とする。
【００１０】また、プラズマの圧力によって飛翔体を加
速する装置であって、内部に電極対とともに両端がこの
電極対のそれぞれに導電接続されたヒューズワイヤが配
された発弧室を備え、この発弧室内に粒塊状又は棒状の
プラズマ形成体が充填されたプラズマ形成部と、このプ
ラズマ形成部の発弧室に薄膜を介して連通する砲腔を備
え、この砲腔内に飛翔体が装填された砲身と、前記電極
対に電流を供給する電源とにより構成されたものにおい
て、前記ヒューズワイヤが電極対間に螺旋状に張られて
なるものとする。
【００１１】さらに、プラズマの圧力によって飛翔体を
加速する装置であって、内部に電極対とともに両端がこ
の電極対のそれぞれに導電接続されたヒューズワイヤが
配された発弧室を備え、この発弧室内に粒塊状又は棒状
のプラズマ形成体が充填されたプラズマ形成部と、この
プラズマ形成部の発弧室に薄膜を介して連通する砲腔を
備え、この砲腔内に飛翔体が装填された砲身と、前記電
極対に電流を供給する電源とにより構成されたものにお
いて、前記ヒューズワイヤが複数本配されるとともに、
電極対と複数の個所で導電接続されてなるものとする。
【００１２】さらにまた、プラズマの圧力によって飛翔
体を加速する装置であって、内部に電極対とともに両端
がこの電極対のそれぞれに導電接続されたヒューズワイ
ヤが配された発弧室を備え、この発弧室内に粒塊状又は
棒状のプラズマ形成体が充填されたプラズマ形成部と、
このプラズマ形成部の発弧室に薄膜を介して連通する砲
腔を備え、この砲腔内に飛翔体が装填された砲身と、前
記電極対に電流を供給する電源とにより構成されたもの
において、前記ヒューズワイヤが途中から枝分かれした
複数の分岐ヒューズワイヤを備え、この分岐ヒューズワ
イヤのそれぞれの先端が電極対のいずれか一方に接触し
てなるものとする。
【００１３】さらにまた、プラズマの圧力によって飛翔
体を加速する装置であって、内部に電極対とともにヒュ
ーズワイヤが配された発弧室を備え、この発弧室内に粒
塊状又は棒状のプラズマ形成体が充填されたプラズマ形
成部と、このプラズマ形成部の発弧室に薄膜を介して連
通する砲腔を備え、この砲腔内に飛翔体が装填された砲
身と、前記電極対に電流を供給する電源とにより構成さ
れたものにおいて、前記ヒューズワイヤが発弧室内の電
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極対の離隔距離以上の長さを備え、そのヒューズワイヤ
の一方端が電極対の一方に導電接続されるとともに、ヒ
ューズワイヤの他方端は電極対のもう一方の電極から所
定間隙長以下に保って配され、前記電源がこの所定間隙
を絶縁破壊させることのできる電圧を出力するものとす
る。
【００１４】
【作用】この発明によれば、プラズマ形成体が導電性を
有する導電被膜で覆われた絶縁体よりなり、この導電被
膜を可溶体とする。この構成により、導電被膜に電流が
流れアークプラズマが発生する。そのために、従来の装
置のようにヒューズワイヤが外れて電極間の導通がなく
なるという動作不良事故がなくなり、装置が確実に動作
する。
【００１５】かかる構成において、発弧室内にもう一つ
の可溶体であるヒューズワイヤを配し、このヒューズワ
イヤの両端を電極対のそれぞれに導電接続する。この構
成とすることによって、ヒューズワイヤが装置の組み立
てや輸送中に外れても導電被膜が可溶体となるので装置
が確実に動作する。また、プラズマ形成体に導電被膜を
覆う代わりに、ヒューズワイヤを電極対間に螺旋状に張
る。この構成によってヒューズワイヤと電極との接合部
にかかるストレスが緩和され装置が振動を受けてもヒュ
ーズワイヤが外れにくくなる。その結果、装置が確実に
動作する。
【００１６】さらに、上記のヒューズワイヤを螺旋状に
する代わりに、ヒューズワイヤを複数本配するととも
に、電極対に複数の個所で導電接続する。この構成にす
ることによってヒューズワイヤの一部が電極対から外れ
ても残りのヒューズワイヤがアークプラズマを発生する
ので装置が確実に動作する。さらにまた、上記のヒュー
ズワイヤを複数本配する代わりに、ヒューズワイヤが途
中から枝分かれした複数の分岐ヒューズワイヤを備え
る。この分岐ヒューズワイヤのそれぞれの先端を電極の
いずれか一方に接触させる。この構成によって、ヒュー
ズワイヤが電極対から外れても、複数の分岐ヒューズワ
イヤのいずれかが電極対と接触しているのでアークプラ
ズマを発生する。その結果、装置が確実に動作する。
【００１７】さらにまた、上記の分岐ヒューズワイヤを
備えたヒューズワイヤの代わりに、ヒューズワイヤの長
さを発弧室内における電極対の離隔距離以上とし、その
ヒューズワイヤの一方端を電極対の一方に導電接続し、
ヒューズワイヤの他方端を電極対のもう一方の電極から
所定間隙長以下に保って配する。電源がこの所定間隙を
絶縁破壊させることのできる電圧を出力することによ
り、電源が投入されたときにヒューズワイヤを介して電
極対間に電流が流れる。この電流によってヒューズワイ
ヤが溶断しアークプラズマが発生するので、装置が確実
に動作する。
【００１８】

【実施例】以下この発明を実施例に基づいて説明する。
図１はこの発明の実施例にかかる飛翔体の加速装置の構
成を示す要部拡大断面図である。発弧室１０内に充填さ
れているプラズマ形成体２２が導電性を有する導電被膜
で覆われた球状のポリエチレン材より形成されている。
その他の構成は図１０のそれと同じなので、同一のもの
は同じ番号を付することによって詳細な説明は省略す
る。プラズマ形成体２２は互いに接触しているので、例
えヒューズワイヤ１１と高圧電極６又は接地容器４との
接続が外れても導電被膜を介して電流が流れる。その結
果、導電被膜が溶けてアークプラズマが発生し、装置が
確実に動作する。
【００１９】図２はこの発明の異なる実施例にかかる飛
翔体の加速装置の構成を示す要部拡大断面図である。プ
ラズマ形成体２３が導電被膜で覆われた円柱状のポリエ
チレン材よりなり、発弧室１０内にその方向が互いに無
秩序に充填されている。その他の構成は図１のそれと同
じである。図３はこの発明のさらに異なる実施例にかか
る飛翔体の加速装置の構成を示す要部拡大断面図であ
る。プラズマ形成体２４が円柱状を形成し発弧室１０の
軸方向に平行に並べられている。図４は図３のＸ－Ｘ断
面図であり、プラズマ形成体２４のそれぞれが導電被膜
で覆われている。図２および図３の実施例は、いずれも
図１のそれと同様にプラズマ形成体が互いに接触してい
るので、ヒューズワイヤ１１が外れていても導電被膜が
可溶体となってアークプラズマが発生し装置が確実に動
作する。
【００２０】図１ないし図３の実施例におけるプラズマ
形成体の導電被膜としては、例えば金属被膜の場合はＨ
ｇ, Ｂｉ, Ｐｂ, Ａｕ, Ｃｕなどを蒸着して形成する。
導電被膜は金属性でなくともよく、グラファイトを添加
させた有機導電物で形成してもよく、また、ポリアセチ
レンなどの導電性ポリマーで形成してもよい。図５はこ
の発明のさらに異なる実施例にかかる飛翔体の加速装置
の構成を示す要部拡大断面図である。図１の構成と異な
るのは、ヒューズワイヤが除去された点だけである。プ
ラズマ形成体２２が導電性を有するので、ヒューズワイ
ヤを備えていなくてもアークプラズマが発生する。その
ために、ヒューズワイヤの外れを心配することなしに、
装置の組み立てや輸送ができるとともに装置が確実に動
作する。
【００２１】図６はこの発明のさらに異なる実施例にか
かる飛翔体の加速装置の構成を示す要部拡大断面図であ
る。ヒューズワイヤ２５が螺旋状に発弧室１０の電極間
に張られている。それ以外の構成は図１０の従来の装置
のそれと同じである。この構成によって、ヒューズワイ
ヤ２５と高圧電極６又は接地容器４との接合部にかかる
ストレスが緩和されるので装置が振動を受けてもヒュー
ズワイヤ２５が外れにくくなる。その結果、装置が確実
に動作するようになる。
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【００２２】図７はこの発明のさらに異なる実施例にか
かる飛翔体の加速装置の構成を示す要部拡大断面図であ
る。ヒューズワイヤ２６が２本配されているとともに、
接地容器４にそれぞれ異なる個所で接合されている。そ
の他の構成は図６のそれと同じである。この構成にする
ことによってヒューズワイヤ２６の一方が接地容器４か
ら外れても残りのヒューズワイヤ２６が溶断しアークプ
ラズマを発生するので装置が確実に動作する。ヒューズ
ワイヤ２６はその本数が多い程、信頼性が増す。また、
高圧電極６側との接合個所も互いに異なった位置として
もよい。
【００２３】図８はこの発明のさらに異なる実施例にか
かる飛翔体の加速装置の構成を示す要部拡大断面図であ
る。ヒューズワイヤ２７が途中から枝分かれした複数の
分岐ヒューズワイヤ２７Ａを備えている。接地容器２８
は発弧室１０の半径方向の内壁を形成するように円筒形
状を備え、磁器円筒２９を介して高圧電極６から絶縁さ
れている。分岐ヒューズワイヤ２７Ａのそれぞれの先端
は接地電極２８の内壁面に接触するように配されてい
る。その他の構成は図７のそれと同一である。この構成
によって、ヒューズワイヤ２７が接地容器２８から万一
外れても複数の分岐ヒューズワイヤ２７Ａのいずれかの
先端が接地容器２８と接触しているので、装置が確実に
動作する。
【００２４】図９はこの発明のさらに異なる実施例にか
かる飛翔体の加速装置の構成を示す要部拡大断面図であ
る。ヒューズワイヤ３０の長さを発弧室１０内における
電極対の離隔距離Ｌ以上とする。そのヒューズワイヤ３
０の一方端を高圧電極６に接合するとともに、ヒューズ
ワイヤ３０を直線を保つように絶縁チューブ３１内に嵌
挿して発弧室１０のほぼ軸中心の位置に配する。それ以
外の構成は図７のそれと同じである。このように構成す
ることによって、ヒューズワイヤ３０と接地容器４との
発弧室１０内での間隔は必ず所定距離Ｄ以下に保たれ
る。すなわち、ヒューズワイヤ３０が発弧室１０の軸中
心にあるときにＤが最大で、軸中心からずれるのに従っ
てＤが小さくなる。この所定距離Ｄを絶縁破壊できるよ
うな出力電圧を電源から出力すれば、ヒューズワイヤ３
０に電流が必ず流れ装置が確実に動作する。この構成に
よってヒューズワイヤ３０の接合部にかかる振動ストレ
スが緩和され、ヒューズワイヤ３０が電極対から外れる
ことを心配する必要がなくなる。
【００２５】
【発明の効果】この発明は前述のように、プラズマ形成
体を導電被覆で覆われた絶縁体とすることにより、導電
被膜がヒューズワイヤなどの外れやすい可溶体に代わる
ので装置が確実に動作するようになる。かかる構成にお
いて、発弧室内にもう一つの可溶体であるヒューズワイ
ヤを配し、そのヒューズワイヤの両端を電極対のそれぞ
れに導電接続する。この構成によって、ヒューズワイヤ

が例え電極から外れても、装置が確実に動作する。
【００２６】また、プラズマ形成体に導電被膜を覆う代
わりに、ヒューズワイヤを電極対間に螺旋状に張る。こ
の構成によって、ヒューズワイヤが外れにくくなり、装
置が確実に動作する。さらに、ヒューズワイヤを螺旋状
にする代わりに、ヒューズワイヤを複数本配し電極対と
複数個所で導電接続する。この構成によって、ヒューズ
ワイヤの一部が外れても残りのヒューズワイヤが溶断す
るので装置が確実に動作する。
【００２７】さらにまた、ヒューズワイヤを複数本配す
る代わりに、ヒューズワイヤに途中から枝分かれした複
数の分岐ヒューズワイヤを設ける。この構成によって、
ヒューズワイヤが電極対から外れても分岐ヒューズワイ
ヤのいずれかが電極対と接触しているので、装置が確実
に動作する。さらにまた、ヒューズワイヤが分岐ヒュー
ズを備える代わりに、ヒューズワイヤの一方端を電極に
接合し、ヒューズワイヤの他方端をもう一方の電極と所
定間隙長以下に保つように配する。この構成とすること
によって、印加電圧が所定間隙を絶縁破壊し、ヒューズ
ワイヤに溶断電流が流れるので、装置が確実に動作す
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施例にかかる飛翔体の加速装置の
構成を示す要部拡大断面図
【図２】この発明の異なる実施例にかかる加速装置の構
成を示す要部拡大断面図
【図３】この発明のさらに異なる実施例にかかる加速装
置の構成を示す要部拡大断面図
【図４】図３のＸ－Ｘ断面図
【図５】この発明のさらに異なる実施例にかかる加速装
置の構成を示す要部拡大断面図
【図６】この発明のさらに異なる実施例にかかる加速装
置の構成を示す要部拡大断面図
【図７】この発明のさらに異なる実施例にかかる加速装
置の構成を示す要部拡大断面図
【図８】この発明のさらに異なる実施例にかかる加速装
置の構成を示す要部拡大断面図
【図９】この発明のさらに異なる実施例にかかる加速装
置の構成を示す要部拡大断面図
【図１０】従来の加速装置の構成例を示す断面図
【符号の説明】
４    接地容器
２８    接地容器
５    磁器円筒
２９    磁器円筒
６    高圧電極
１０    発弧室
１１    ヒューズワイヤ
２５    ヒューズワイヤ
２６    ヒューズワイヤ
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２７    ヒューズワイヤ
３０    ヒューズワイヤ
２７Ａ  分岐ヒューズワイヤ
１２    プラズマ形成体
２２    プラズマ形成体
２３    プラズマ形成体

２４    プラズマ形成体
１３    固定容器
１４    気化室
１５    作動体
１６Ａ  金属膜
３１    絶縁チューブ

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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